
民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法の概要 

 

・相続に関する紛争（相続財産に不動産を含むもの） 

・不動産賃貸借に関する紛争 

・その他、訴えの利益１４０万円以下の民事に関する紛争 

 

申立人利用者への手続説明（手続実施規程第８条） 

 

受付（申立書受付） 

（申立手数料 2,000 円＋（相手方×1,000 円）） 

 

受理不受理の決定（手続実施規程第 11 条） 

 

相手方に通知（手続実施規程第 12 条） 

 

相手方からの回答（手続実施規程第 13 条）         不応諾・無回答 

 

相手方利用者への手続説明（手続実施規程第８条） 

 

応  諾 

 

手続実施者の決定（手続実施規程第 14 条） 

期日の通知（手続実施規程第 21 条） 

 

利用契約の締結（手続実施規程第８条第２項） 

（手続実施者報酬、当事者一人につき金１万円） 

 

調停開始 

 当事者、手続実施者の出席による話し合い。 

 ３回または４ヶ月を目処とします。(第 23 条) 

 

 

和解成立（手続実施規程第 28 条） 取下(25 条)  離脱(26 条) 

  合意成立手数料の支払い 和解の見込みがない場合(27 条) 

 その他(29 条) 

 

調  停  手   続   終   了 

 

受理できない場合 

・当センターの取扱い範囲外の

もの 

手続実施者の 

 除斥(15 条) 

 忌避(16 条) 

 回避(17 条) 

 辞任(18 条) 

 解任(19 条) 

取
扱
い
範
囲 


